
船舶事故調査報告書 

平成２７年１２月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚（定置網） 

発生日時 平成２７年８月９日 １０時２０分ごろ 

発生場所 千葉県富津市浜
はま

金谷
か な や

港南西方沖 

 金谷港第１防波堤灯台から真方位２４０°１,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０９.５′ 東経１３９°４８.３′） 

事故の概要  プレジャーボートシーガル１２は、南東進中、定置網のワイヤロー

プに乗り揚げた。 

 シーガル１２は、ドライブユニットの脱落等を生じ、また、定置網

には、ワイヤロープに損傷が生じた。 

事故調査の経過 平成２７年８月１１日、調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート シーガル１２、５トン未満（長さ７.５９ｍ） 

 ２３５－４０８９７東京、株式会社江戸川造船所 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 ドライブユニットの脱落、機関の濡損 

定置網 箱網ワイヤロープの被膜に剝離 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ４ 

海象：波向 北北西、波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  本船は、東京都江戸川区所在のマリーナから出航し、千葉県鋸南
きょなん

町

の保田
ほ た

漁港へ向かったが、浜金谷港南西方沖を航行中、定置網に乗り

揚げた。 

船長は、本事故後、周囲の海面上に黄色の浮子が多数設置されてい

ることに気付いた。 

分析  本船は、船長が、見張りを適切に行っていなかったことから、定置

網の浮子に気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、船長が、見張りを適切に行っていなかったため、本船が

定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・事前に水路調査を行い、定置網設置海域を確認しておくこと。 

・常に船位を確認し、定置網設置海域に接近しないよう、注意して

航行すること。 

 


